
６．工事場所の補正

諸経費を算出する場合、工事場所によって経費率が補正されます。

工事場所による補正は、「しない」も含めて、６通りの選択肢が有ります。
｜
└→右図を参照

指定は⑤の「共通仮設費補正」で選択すれば、⑦の「現場管理費補正」も連動します。

⑤と⑦がどこに加算されるか、下図を参照して下さい。
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「現場管理費補正」として

⑦の率が加算されます。

実際には、再計算された

純工事費から率を再計算

し、⑦が加算されます。

「共通仮設費補正」として

⑤の率が加算されます。
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